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別表    

 

   補 助 金 名 補 助 対 象 経 費 

補助事業者等 
 

(補助事業者と事業主

体が異なる場合はそ

れぞれ表示) 

補 助 率 

又 は 

補 助 金 額 

計画変更申請要件 

事業遂行状況報告 

報告時点 報告期限 

 

海外ビジネス展開支

援補助金 

 

（１）海外展開チャレンジ事業 

   新たに海外展開に取り組む事業者の輸出拡大に資する経費 

・市場調査（旅費、宿泊費等） 

・商談会、展示会等出展 

・商品開発 

・広報活動（宣伝広告費等） 

・その他、海外展開に向けた経費 

 

（２）輸出ソリューション支援事業 

   県内事業者が新たな市場への輸出拡大に向け、輸出先国の規

制への対応に取り組む際の経費 

  ・各種検査受検に係る費用（残留農薬、食品添加物等） 

  ・各種認証取得に係る費用（国際 GAP、HACCP 等） 

  ・その他、輸出規制への対応に資する経費 

 

 

 

 

 

（３）輸出拠点強化支援事業 

   生産者やメーカーを束ねた集荷事業者（輸出拠点）による輸

出拡大に向け取り組む際の経費 

・市場調査（旅費、宿泊費等） 

・商談会、展示会等出展 

・商品開発 

・広報活動（宣伝広告費等） 

・その他、海外展開に向けた経費 

 

 

（１） 

新規に海外展開の取

組む又は既存の海外

展開を拡大させる県

内事業者 

 

 

 

（２）       

①農業法人、農業協同

組合、農業協同組合

出資法人、農業者

（個人の場合３人

以上の組織である

こと。）等 

 

②県内企業 

 

 

（３） 

①農業法人、農業組合

法人、農業者（個人

の場合３人以上の

組織であること。）、

直売所等出荷協議

会等 

 

②県内企業 

 

 

（１） 

1/2 以内 

（１社あたり上限300

千円） 

 

 

 

 

（２） 

①定額 

（上限 1,000 千円） 

 

 

 

 

 

②1/2 以内 

（上限 1,000 千円） 

 

（３） 

①定額 

（上限 400 千円） 

 

 

 

 

 

②1/2 以内 

（上限 400 千円） 

 

 

補助事業の内容に著しい変更が生

じた場合 

  


